
令和 7年度第４０号 玉城町第 10期介護保険事業計画及び第 11期高齢者保

健福祉計画策定業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１．業務名称 

 玉城町第 10期介護保険事業計画及び第 11期高齢者保健福祉計画策定業務 

 

２．目的 

 本業務は、老人福祉法第 20条の 8及び介護保険法第 117条に基づき、第 10期計画

期間（令和 9年度～令和 11年度）における介護保険事業及び高齢者保健福祉事業につ

いて、前期事業計画の評価分析や住民ニーズの把握を行った上で、地域課題や特性等に

ついて十分な研究を行い、町の実情に即した適切な計画策定を円滑に進めるため、豊富

な経験と高い専門性を有する事業者に本業務を委託することで、効果的かつ効率的に計

画策定に取り組むことを目的とする。 

 

３．仕様（※別紙参照） 

 

４．見積上限額 

本業務の上限額は、金 7,150,000円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

 なお、各年度の支払上限額は次のとおりとする。 

令和 7年度 金 1,000,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

令和 8年度 金 6,150,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

５. 選定方法 

  公募型プロポーザル方式により選定する。 

 

６. スケジュール 

①実施要領等の公表 令和 7年１２月３日（水） 

②質問の受付 令和 7年１２月３日（水）から令和 7年１２月 9日（火）

午後５時までの間に電子メールで受付ける 

③質問の回答 令和 7年１２月１０日（水）までにホームページへ掲載 

④参加申込書の提出期限 令和７年１２月１２日（金）午後 5時必着 

⑤企画提案書の提出 令和 7年１２月１７日（水）午後 5時必着 

⑥プレゼンテーション 令和 7年１２月２２日（月）予定 

※時間等の詳細は企画提案書受理後に電子メールにて連

絡する 

⑦結果通知 令和 7年１２月２３日（火）までにホームページ掲載する 

⑧契約の締結 契約の通知を受けた日から５日以内 

 

７. 参加資格 

   次に掲げる条件を満たしている事業者であること。 

（1） 玉城町入札参加資格者名簿（物品・業務委託）に登録され、かつ希望業種として「計

画策定・コンサルティング」に登録されている者であること。 

（2） 玉城町建設工事等指名停止措置要領又は、三重県建設工事等資格（指名）停止措置



要領による資格（指名）停止を受けている期間中でないものであること。 

（3） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第１項の規定に該当

しない者であること。 

（4） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てをしてい

る者（更生計画認可の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年

法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者（再生計画認

可の決定を受けている者を除く。）であること。 

（5） 役員等が、玉城町暴力団排除条例（平成 23年条例第 1号）第 2条第 1号に規定

する暴力団、同条第 2号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。また、暴

力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者であること。 

 

８. プロポーザル参加申込書の提出期限等 

  このプロポーザルへの参加を希望する事業者は、令和 7年１２月 12日（金）午後 5

時までに参加申込書を玉城町保健福祉課へ郵送または、持参し参加表明すること。（郵

送の場合は、書留郵便または配達証明に限る。） 

  なお、参加表明後に辞退をする場合は、辞退届（玉城町公式ホームページに掲載）を

玉城町保健福祉課へ提出し届出を行うこと。 

 

９. 企画提案書の提出方法 

    次の（1）～（4）を正本１部、副本（写し可）5 部、（5）を 6 部提出するものとす

る。 

（1）提案書    （様式は不問、業務体制、策定・編集方針、前期計画の分析・考察、 

独自提案を記載） 

（2）作業工程表    

（3）実績表    （地方自治体における類似計画策定実績（現在受注中の業務含む）） 

（4）見積書    （仕様に基づき令和７年度分と令和８年度分の内訳を添付） 

※消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望

金額の消費税等に相当する金額を除外した金額を見積書に記載すること。 

（5）会社概要   （既存のパンフレット等） 

 

10．提出期限等について 

（1）提出期限   令和 7年１２月１７日（水）午後 5時必着 

（2）提出場所   玉城町保健福祉課 

          〒519-0495  

                    三重県度会郡玉城町田丸 114-2 玉城町役場保健福祉課 

TEL（0596）58-8203 FAX（0596）58-4494 

（3）提出方法   持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便または配達記録に限る。） 

 

11．質疑事項 

  本実施要綱及び仕様書等に質疑がある場合は、下記期日までに質問票を電子メールに

て保健福祉課へ提出するものとする。メール送信後に送信をした旨を保健福祉課担当者

に連絡すること。 なお、電話での口頭質問、回答は行わない。 

  質問の回答は、取りまとめの上、すべての参加事業者へ送付する。 

  質疑提出期限  令和 7年１２月９日（火）午後 5時まで 



回答書配布   令和 7年１２月１０日（水）までに町公式ホームページに掲載 

 

  送信先アドレス seifuku-t@town.tamaki.lg.jp 

玉城町保健福祉課福祉保険係（担当者：川口） 宛 

 

12．審査方法 

  審査は、玉城町職員で構成した審査委員会で行い、評価が最も優れている事業者を選

定するため、企画提案書及び、プレゼンテーションの内容審査を行う。 

 プレゼンテーションの出席者は３名以内で、20分以内とし、その後、質疑応答（10分

程度）を行う予定。 

  

（1） 評価  

評価は、別紙「評価基準表」による。 

評価の合計点が上位の者を契約予定事業者に決定し、次に得点の高かった者を、次

の契約予定事業者として決定する。 

最高得点に同数があった場合は、審査委員会が決定する。 

契約予定事業者が何らかの理由により契約を行えなかった場合は、次点の者を契約

予定事業者とする。 

提案者が 1者の場合は、審査委員会における各委員の採点を総合計した結果、最低

制限基準点（満点比 60％）未満の場合は失格とする。 

（2） 結果公表 

    令和 7年１２月２３日（火）までに町公式ホームページに掲載する。 

(3) その他 

   ・企画提案書を基にプレゼンテーションを行うこととし、当日の追加資料配布など

による説明は不可とする。 

   ・審査委員会での選考は非公開とする。また、選考結果に対する異議申立ては受理

しない。 

   ・提出書類の提出期限後の修正又は変更はできない。ただし、見積書を除く提出書

類の一部にやむを得ない理由により修正変更が生じた場合で、玉城町が承諾した

ものについてはこの限りではない。 

   ・提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属する。ただし、玉城町が本件の

プロポーザルに関する報告、公表のために必要な場合は、プロポーザル参加者の

承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとする。また、本件に係る

情報公開請求があった場合は、玉城町情報公開条例に基づき、提出書類を公開す

ることがある。 

   ・提出された書類は返却しない。 

 

13. 契約の締結 

   本業務の委託先業者に選定された業者は、玉城町と協議の上、契約に必要な書類を

揃え、事業者決定の通知を受けた日から５日以内に契約を締結するものとする。 

 

14．費用負担 

   このプロポーザルに参加する全ての経費については、事業者の負担とする。 

15. 参加事業者の失格 



   次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（1）「参加資格」の要件を満たさなくなった場合 

（2）「企画提案書の提出方法」の提出期限までに提出書類が提出されなかった場合 

（3）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（4）見積額が予算上限額を超えている場合 

（5）プレゼンテーションに参加しなかった場合 

（6）審査の公平性を害する行為があった場合 

（7）前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく審議に反する行為等、審査委員会 

   が失格であると認めた場合 

 


